
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

教育局では、５月から学校教育指導訪問「計画訪問①」において、各学校における「検証改善サイクルの質的向
上」を目的とした、ミドルリーダーの先生方との協議や全学級の授業参観を実施しており、９月をもって管内全て
の小・中学校、義務教育学校の訪問を終了する予定です。 

10 月からは、特設授業の参観や研究協議を中心とした学校教育指導訪問「計画訪問②」を実施します。各市町
村教育委員会を通じて、「計画訪問②」の目的等をお伝えしておりますが、本号では、改めて「計画訪問②」の目的
等について紹介させていただきます。  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 

令和５年度 学校教育指導訪問のコンセプト「検証改善サイクルの質的向上」 
主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する継続的、日常的な支援体制の確立 

＜義務教育指導班からお知らせ＞ 

オンライン相談を実施しています！ 
 
令和５年（2023年）４月21日付け教釧第357号通知でお知らせしましたが、釧路教育局では、日常的な

授業改善や校内研修の充実に向けた「オンライン相談」を実施中です。既に、校種を問わず多くの学校から依頼

を受け、下記のような内容で実施済です。 

 

 

 

 

 
 

 自校の授業改善に向けて、是非、オンライン相談を御活用ください。オンライン相談に係るお問い合わせは、

右記までお願いします。（担当；主任指導主事 齋 0154-43-9283） 

ASIRU 

釧路教育局教育支援課便り 

令和５年８月 21日発行 第 14号 

－アシル－ 

 計画訪問① 学校改善の方向性を明確化   計画訪問② ①を踏まえた授業改善の推進  
 

  

       A小学校では、現在、１単位時間の授業において児童の学習活動の時間を十分に保障するととも
に、校内研修等を活用し、学びが児童一人一人にとって個別最適になるよう、個に応じた指導への
先生方の理解を深めるなどの組織的な取組を推進しています。 

 

A 小学校の場合、計画訪問②における特設授業では、「児童の学習活動の時間が十分に保障されているか」、
研究協議等では、「個別最適な学びへの先生方の理解が図られているか」を把握し、全国学力・学習状況調査
結果で見られた各学校の課題とつなげながら、取組の充実に向けた指導助言を行います。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

計画訪問②は、計画訪問①でお伝えした「学力向上に係る学校課題」の改善

に向けた組織的な取組の進捗状況を把握することを目的としています。 

例えば、A 小学校の計画訪問 
①では･･･  全学級公開での先生方の指導を踏まえると、学校として育成を目指す資質・能力

を育むためには、「児童の学習活動の時間を十分に保障すること」、そのために、
「『個別最適な学び』について先生方の理解を深めること」が必要です。 

 わかりました。校内研修等を活用して、改善を図りたいと思います。 

 計画訪問①で指導主事等と共有した「学力向上に係る学校課題」の改善に向けて、自校
の全ての先生方が、どのような取組を推進しているかが重要ですね！ 

 B小学校では･･･  

 指導主事が学校の校内研修に複

数回参加し、授業改善に向けて、先

生方と一緒に協議を行っています。 

 C中学校では･･･  

 計画訪問②に向けて、特設授業を

行う先生や研修部長、管理職の先生

方と指導案検討を行っています。 


